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雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

この要領は、「雲仙市CDO 補佐官業務（以下「本業務」という。）」に係る契約の

相手方となる事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等について必要な

事項を定めるものとする。 

 

２．業務概要 

（１） 業務名 

雲仙市CDO 補佐官業務 

（２） 業務内容 

別紙「雲仙市CDO 補佐官業務仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 

（３） 業務期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

３．提案限度額 

６，８３０，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。）とする。 

 

４．実施形式 

公募型プロポーザル 

 

５．スケジュール 

令和７年５月２３日（金） 公募開始 

令和７年５月２８日（水） 参加申込に係る質疑書提出期限 

令和７年５月３０日（金） 参加申込に係る質疑最終回答 

令和７年６月 ５日（木） プロポーザル参加申込書提出期限 

令和７年６月 ９日（月） 参加資格審査結果通知 

令和７年６月１２日（木） 企画提案書に係る質疑書提出期限 

令和７年６月１６日（月） 企画提案書に係る質疑最終回答 

令和７年６月２０日（金） 企画提案書提出期限 

令和７年７月 １日（火） プレゼンテーション・ヒアリング 

令和７年７月上旬     結果通知 

令和７年７月下旬     契約締結 

※なお、日程は、都合により変更する場合がある。 
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※参加の募集や各種様式は以下のＨＰに掲載しています。 

 https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0037638/index.html 

 

６．参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件の全て

に該当する者とする。 

（１） 雲仙市から指名停止を現に受けていない又は受けることが決まっていない者で

あること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決

定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４） 雲仙市各種契約等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２４年雲仙市告示

第９７号）第２条第３号に規定する暴力団等に該当しない者であること。 

 

７．参加申込の手続及び質疑、回答 

（１） 提出書類 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書及び雲仙市契約規

則等の各規定を理解した上で、次の書類を提出すること。 

ア 参加申込書（様式第１号） １部 

イ 会社概要書（様式第２号） １部 

ウ 業務実績表（様式第３号） １部 

エ 誓約書（様式第４号） １部 

 （２） 提出期限 

   令和７年６月５日（木）午後５時必着 

（３） 提出方法 

上記期限までに、持ち込み、郵送または電子メールで提出すること。 

なお、電子メールで送付の際は、電子メールの受信時間により受領確認とするが、

電子メールの件名に「雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル：参加申込みについて」

を記載のうえ、電子メール送信の旨を電話で伝えるとともに、原本も併せて送付する

こと。 

 

https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0037638/index.html
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 （４） 提出先 

事務局：雲仙市総務部行革推進課 

    長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

    gyoukaku@city.unzen.lg.jp 

 （５） 参加申込に係る質疑の提出方法 

   参加申込に際し質疑事項がある場合は、書面（様式第 5号）により、上記事務局ま

で電子メールで提出すること。電子メール送信の際は、電子メールの件名に「雲仙市

CDO 補佐官業務プロポーザル：参加申込に係る質疑について」を記載のうえ、送信

の旨を電話で伝え、事務局での受信確認を確認すること。 

  ※電話又は口頭による質問は、受け付けない。  

（６） 参加申込に係る質問期限 

   令和７年５月２８日（水） 午後５時必着 

 （７） 参加申込に係る質問回答 

   （６）の期限までに提出された質問への回答は、随時、質問提出者へ電子メールで

回答する。なお、回答の最終期日は令和７年５月３０日（金）とする。 

 （８） 参加資格審査結果通知 

   参加資格審査結果については、提出された参加申込書類について審査のうえ、令和

７年６月９日（月）に参加申込者に対し通知する。 

 

８．企画提案書の提出及び質疑、回答 

 （１）提出書類 

   本プロポーザルへの参加決定者は、本実施要領、仕様書及び雲仙市契約規則等の各

規定を理解した上で、次の書類を提出すること。 

ア 企画提案書（任意様式） ６部 

 ※企画提案書の内容には、会社名、製品名、ロゴ等会社名が判断できる情報を記載

しないこと。 

 ※企画提案書のかがみ（様式第 7号）を１部添付すること。 

イ 見積書及び内訳明細書（任意様式） １部 

（２） 提出期限 

令和７年６月２０日（金） 午後５時必着 

（３） 提出方法 

持参又は郵送に限る。（郵送の場合は、令和７年６月２０日（金）午後５時必着が

分かる方法により送付すること。） 

（４） 提出先 
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事務局：雲仙市総務部行革推進課 

       長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

（５） 企画提案書に係る質疑の提出方法 

   企画提案書提出に際し質疑事項がある場合は、書面（様式第５号）により、上記事

務局まで電子メールで提出すること。電子メール送信の際は、電子メールの件名に

「雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル：企画提案書に係る質疑について」を記載の

うえ、送信の旨を電話で伝え、事務局での受信確認を確認すること。 

  ※電話又は口頭による質問は、受け付けない。  

（６） 企画提案書に係る質問期限 

   令和７年６月１２日（木） 午後５時必着 

 （７） 企画提案書に係る質問回答 

   前項の期限までに提出された質問への回答は、全参加事業者へ電子メールにて送付

する。なお、回答の最終期日は令和７年６月１６日（月）とする。 

 

９．企画提案書作成方法 

企画提案書は、次の項目について、別紙「仕様書」を満たす提案内容を記載すること

とし、Ａ４判の用紙に文字サイズ１０．５ポイント以上で作成するものとし、全体をＡ

４ファイルに綴じ、６部提出すること。ただし、提案に必要な図、表等については、Ａ

３判の用紙も可とするが、その場合は、Ａ４判サイズに折り込むこと。なお、公正な審

査を実施するため、会社名、製品名、ロゴ等会社名が判断できる情報を記載しないこ

と。 

 

（１） 実施方針 

本業務を実施するにあたり、自治体DXに対する考え方や本市の業務の目的や内

容を理解し、取組方針を提示すること。 

（２） 業務遂行力 

本業務実施に必要な知識、実績、経験を有するCDO 補佐官の業務遂行力につい

て提示すること。 

（３） 実施体制及び業務スケジュール 

CDO 補佐官をサポートする組織・管理体制及び業務全体のスケジュールについ

て提示すること。 

 （４） 業務内容 

    別紙「仕様書」２頁目の「６ 業務内容（１）～（６）」の項目について、知見

やリソース活かして、どのような支援が可能か提示すること。 
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１０．審査方法 

本要領及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、プレゼンテーション

及びヒアリングを実施し、本プロポーザル審査委員会が審査する。なお、企画提案書の

提出が多数の場合は、書類審査によりプレゼンテーション実施者を３者程度に選定のう

え、審査するものとする。 

（１） プレゼンテーション実施日 

令和７年７月１日（火）※予定 

 （２） プレゼンテーション実施の案内 

  プレゼンテーション実施の詳細スケジュール等は、全てのプレゼンテーション実施

者へ別途電子メールにより通知する。 

 （３） プレゼンテーション実施における留意事項 

ア 出席者は、このCDO 補佐官を予定している者を必須とし、４人以内とする。 

  ただし、CDO 補佐官の現地参加が難しい場合は、オンラインでも可とするが、

オンラインに必要な機器は、企画提案者が用意すること。 

イ スクリーン及びプロジェクター等のモニター機材は、市が用意するが、その他パ

ソコン等プレゼンテーションに必要な機器は、企画提案者が用意すること。 

ウ 実施の順番は、企画提案書の受付順とする。 

エ 審査評価項目については、別表「雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル審査項

目」のとおりとする。 

オ 説明時間は、一企画提案者当たり３０分以内とし、別途質疑時間を１０分程度と

する。 

カ 説明内容は、企画提案書に沿ったものとし、内容を変更することがないこと。 

キ 不測の事態によっては、開催日の変更、オンラインによるプレゼンテーション審

査への変更などを行う場合がある。この場合における変更内容等については、別途

通知する。 

ク 企画提案書の提出が多数の場合は、別表「雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル

審査項目」に沿って事務局において審査を行い、審査の結果を令和 7 年 6 月２５日

（水）頃に通知する。 

 

１１．プレゼンテーション審査に係る審査内容 

プレゼンテーション審査は、別表「雲仙市CDO 補佐官業務プロポーザル審査項目」

における評価項目ごとに審査委員会で審査し、全審査委員の評価点に見積額に係る価格

点を加えた得点（以下「得点」という。）の高い順に、優先契約交渉事業者及び次点者

を選定する。最高得点が同点の場合は、見積額の安価な者を優先契約交渉事業者として
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選定し、次点者についても、同様とする。 

ただし、得点の平均が基準点（配点合計の 60/100）以上であることを最低基準と

し、最低基準を下回ったときは、否決とする。 

なお、審査結果に対する異議申立ては、一切受け付けない。 

上記において、優先契約交渉事業者として決定されなかった者については、審査結果

通知発送後５日間に限り、各項目の得点について問い合わせることができる。 

 

１２．審査結果 

（１） 通知方法 

プレゼンテーション審査を受けた全ての提案者に、プロポーザル審査結果通知書

（様式第９号）を電子メール及び郵送で通知する。 

（２） 通知時期 

プレゼンテーション審査終了後（令和７年７月４日（金）頃を予定） 

 

１３．契約に関する基本事項 

（１） 契約の締結 

審査の結果、優先契約交渉事業者として決定した者と本業務の契約交渉を行う。た

だし、次のいずれかに該当し、優先契約交渉事業者と契約ができない場合、次点者と

契約交渉を行うものとする。 

ア 優先契約交渉事業者が審査後に参加資格要件を満たすことができなくなったと

き。 

イ 優先契約交渉事業者と契約交渉が成立しないとき又は優先契約交渉事業者が本契

約の締結を辞退したとき。 

ウ 申込書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。 

エ その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。 

（２） 契約保証金 

契約保証金は、１００分の１０以上とする。なお、雲仙市契約規則（平成１７年雲

仙市規則第４９号）第２７条の規定に該当する場合は、免除する。 

（３） 契約書作成 

契約書は、受託者において２通作成し、定められた期日までに本市へ提出すること

とする。 

（４） 支払条件 

本業務の履行に係る費用の支払は、業務履行確認後、受託者から請求を受け、支払

うものとするが、部分引き渡しによる部分払いが必要な場合は、契約締結前に発注者
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へ申し込むものとする。 

 

１４．提出書類の取扱い 

（１） 提出された全ての書類は、返却しない。 

（２） 提出後の差替え及び追加・削除は、認めないものとする。 

（３） 提案内容について、企画提案者が責任もって必ず履行できるものであること。 

（４） 仕様書は、最低限の要件を定めるものであって、「仕様書」と同等の代替提案

についても認めるものとする。 

（５） 仕様書に記載のない事項であっても、企画提案者の判断により、本業務に必要

と思われる業務がある場合は、提案できるものとする。ただし、この場合の経費

は、見積額に含めるものとする。 

（６） 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には

利用しない。 

（７） 発注者が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがある。 

（８） 企画提案書の提出は、１者につき１案とする。なお、２案以上の提出があった

者は、失格として取り扱う。 

 

１５．その他 

（１） 費用負担 

書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は、全て企画提案者の負担とする。 

緊急又はやむを得ない理由等により、このプロポーザルを実施することができない

ときは、停止し、中断し、又は取り消すことがある。この場合において、このプロポ

ーザルに要した費用を発注者に請求することは、できないものとする。 

（２） 参加辞退の場合 

参加申込及び企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書

面（様式第８号）により行革推進課あてに申し出ること。なお、このプロポーザルを

辞退した者は、これを理由として以後に不利益な扱いを受けるものではない。 

（３） 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
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オ プレゼンテーション審査に、正当な理由なく欠席した場合 

カ 見積書の金額が、３．提案限度額を超過した場合 

（４） 参加申込者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由

として、異議を申し立てることはできないものとする。 

（５） このプロポーザルに係る企画提案書及び審査に係る書類は、情報公開請求の対

象外とする。 

（６） この要領に定めのない事項については、協議の上決定する。 

 

 

１６．問い合わせ先 

雲仙市総務部行革推進課 

〒８５９－１１０７ 

長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

電話 ０９５７－４７－７７４２ 

ＦＡＸ ０９５７－３８－３５１４ 

電子メール gyoukaku@city.unzen.lg.jp 

  

mailto:gyoukaku@city.unzen.lg.jp
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（別表） 

雲仙市 CDO 補佐官業務プロポーザル審査項目 

評価項目 評価視点 指標 

実施方針 自治体 DX に対する考え方 自治体の業務等に沿った考え方か 

本市が示す業務の目的や内容

への理解度 

業務の目的や内容に対する理解度が高 

く、取り組み方針が明確で的確か 

業務遂行能力 CDO 補佐官の業務遂行能力

が適切か 

知見、実績、経験等をどれくらい有して

いるか 

実施体制及び業

務スケジュール 

CDO 補佐官をサポートする

組織・管理体制は適切か 

サポート人員、役割、構成などの実施体

制は十分か 

業務スケジュールは適切か 実現可能で効果的なスケジュールか 

業務内容 別紙「仕様書」２頁目の「６

業務内容（１）～（６）」の

項目について、支援内容が効

果的で適切か 

知見やリソースを活かし、各業務内容に

対して、効果的で適切な支援内容となっ

ているか 

見積額 見積書の価格点 見積書の価格点 


